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速報第２９２８号 ３０年 質 菊地 葉子 委員
Ｈ30. 4. 4発行 道議会における質疑・質問及び答弁要旨 文教委員会 問 日本共産党
総 務 課 扱 ４月３日 者 （ 小 樽 市 ）

質 疑 ・ 質 問 答 弁 担 当 課

一 教職員の時間外勤務縮減等に向けた勤務時間制
度の見直し等について

私は、教職員の時間外勤務等の縮減に向けた勤務
時間制度の見直し等についてお伺いいたします。
北海道教育委員会が、教育職員の時間外勤務等の

縮減に向けて取組を強化し、週休日の振替期間の特
例や変形労働時間などの勤務時間に関する制度改
正、また「部活動指導の見直しに係る申し合わせ」
や、毎年度、重点取組項目の設定と周知などに取り
組んできたと承知しています。
ところが現場ではなかなか周知されていないとの

声を聞くところです。
そこで何点かお伺いします。

（一）変形労働時間制の対象業務の変遷について （服務担当課長） 教職員課
重点取組の中で変形労働時間制の対象となる業務 変形労働時間制の対象業務についてでございます

が拡大してきていると承知していますが、どのよう が、道教委では、教員が修学旅行の引率時に１日の正
な経過となっているのか、はじめにお伺いします。 規の勤務時間を超えて勤務する必要が生じることか

ら、その延長した分を他の勤務日において短縮するこ
とができるよう弾力的な取扱いとして変形労働時間制
を平成２２年度に導入をいたしました。
その後、活用状況を把握しながら、平成２４年度か

ら「文化祭等の業務」、「体育祭等の業務」及び「それ
に伴う事前準備業務」を適用することとし、平成２７
年度からは、「登校時の通学指導業務」「校区内巡視業
務」及び「現場実習の引率業務」を、また、平成２９
年度からは、「家庭訪問の業務」「教育相談の業務」及
び「入学者選抜の業務」を、さらに、平成３０年度か
らは、「保護者等を対象とした説明会等の業務」を対
象に加え、現在１１の業務を対象としているところで
ございます。

（二）対象となる業務と割振り変更の事例について （服務担当課長） 教職員課
活用の状況をみながら対象業務を追加していった 入学者選抜における活用事例についてでございます

とのことですが、昨年度からは「入学者選抜の業務」 が、高等学校の入学者選抜当日、試験会場の点検や受
も加わっています。 験者の受付などの業務のため早朝から勤務する必要が
この年度末の入学者選抜により、１日当たりの時 あることから、例えば、勤務時間を２時間増やして９

間外勤務時間が長時間となる場合、勤務時間の割振 時間４５分とし、その２時間を、４週の期間内にある
り変更により具体的にどのような活用事例を想定し 学年末休業期間の特定の日から減じ、その日の勤務時
ているのか、お伺いいたします。 間を５時間４５分とすることなどを想定しているとこ

ろでございます。

（二）－再 対象となる業務と割振り変更の事例に （服務担当課長） 教職員課
ついて 定時制高校での活用事例についてでございますが、

ただいま答弁いただきました活用事例の考え方で 全日制高校と同様に、入学者選抜に関わる業務のため
すが、定時制の場合、早朝の業務から引き続き夜の 通常の勤務時間から増やした時間を、４週の期間内に
通常業務に勤務したときも、同様の取り扱いという ある学年末休業期間の特定の日から減じることなどを
ことでよろしいのでしょうか、お伺いいたします。 想定しているところでございます。

（三）週休日の振替等の事例について （服務担当課長） 教職員課
それでは、週休日の振替等の事例についてもお伺 週休日の振替等についてでございますが、道教委で

いいたします。学校行事等により、週休日に勤務し は、教員の勤務の特殊性に鑑み、週休日の振替につい
なければならない場合に、週休日の振替等により、 て、例えば、学校行事等で土曜日に４時間勤務し、日
具体的にどのような活用事例を想定しているのか、 曜日に３時間４５分勤務した場合、道職員の勤務時間
お伺いいたします。 条例では、この２日を合わせることができないところ、

学校職員におきましては、この２日を合わせて、長期
休業期間中の勤務日の１日を週休日として振り替える
ことができるといった取扱いを行っているところでご
ざいます。
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（四）これまでの周知について （服務担当課長） 教職員課
変形労働時間制の対象業務の変遷や、週休日の振 制度改正の周知などについてでございますが、道教

替について伺ってきました。これまで、この制度改 委では、制度改正の通知を発出する際、変形労働時間
正などを教職現場へはどのように徹底されてこられ 制に係る質疑応答や記載例を配付をするとともに、管
たのか、そのことについてお伺いします。 理職が日常的な勤務時間の管理について確認するため

のチェックリスト、重要事項・留意点をまとめた資料
などを作成・配付するほか、校長や教頭に対し、服務
に関わる制度的、実務的な知識の習得を図るための研
修を実施し、改正した制度の周知や活用の徹底に努め
てきたところでございまして、一般の教員に対しまし
ては、各学校におきまして、通知文を回付するなどし
て、周知しているものと考えております。
また、これまで、「変形労働時間制や週休日の振替

等改正した制度の周知と有効活用」を、「時間外勤務
等の縮減に向けた４つの重点取組」の一つとして位置
づけまして、改正した制度につきまして、所属職員に
周知するとともに有効活用を図るよう取り組んできた
ところでございます。

（五）今後の対応について （教育部長） 教職員課
教職員の皆さんの勤務時間の縮減について、様々 今後の対応についてでございますが、道教委といた

な知恵と工夫をこらしてこられたというふうに、そ しましては、道内全ての学校で、教員が授業や授業準
してまた、制度周知のために頑張ってこられたとい 備等に集中し、健康でいきいきとやりがいを持って勤
う答弁だったと思います。 務しながら、学校教育の質を高められる環境を構築す
ところが、当の現場の教職員に対象業務の改正内 ることが必要であると考えております。

容が伝わっていないという実態があります。せっか このため、先ほど御報告申し上げました、学校にお
くの有効な手立てが活用されなくては本当に効果が ける働き方改革「北海道アクションプラン」におきま
上がっていかないと思います。 して、「管理職員のマネジメント研修の実施」などを
道教委は勤務時間制度の変更等を周知徹底し、実 盛り込み、業務改善に向けた意識改革や勤務時間を弾

効ある結果を得るべきではないかと考えますが、今 力的に取り扱う制度の活用などについて指導をするこ
後どう取り組むのか、お伺いいたします。 ととしております。

また、一般の教職員に対しましては、今後、初任段
階研修や中堅教諭等資質向上研修などの服務に関わる
研修におきまして、変形労働時間制や週休日の振替な
どの制度を取り上げるなどして周知を図ることによ
り、改正した勤務時間制度が有効かつ適切に活用され
るよう努めてまいります。

（要望）
教育の抱える課題が大変重要になってきていると

思いますし、また、それを遂行していくためにも、
職員の皆さんが本当に健康が維持されることが重要
であると考えていますし、まさしく北海道アクショ
ンプランの取組がはじまるわけであり、そういう取
組の中にこの変形労働時間制、週休日の振替がしっ
かり入っています。
せっかく、皆さんが知恵と力を寄せ集めて取り組

もうとしているこのことが、教職員の皆さんにもし
っかり制度として周知されて、大きな効果が上がる
よう取り組んでいただきたい、そのことを申し上げ
まして質問とさせていただきます。


